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◆ 東京　5・6月に「憲法の集中行動月間」
憲法改悪反対東京共同センターは、２月１５日幹事団体会議をひらき、憲法をめぐる情勢、署名運動の現状と春の取り組み、憲法の集中行動月間の設定などについて論議し、以下の取り組みを決定しました。

■ 署名・宣伝の取り組み

①２月～４月の宣伝･署名運動の強化

春闘や国民的課題と結びつけて憲法宣伝に取組む。東京地評作成の憲法テッシュ、全国センターの憲法リーフを活用。
②署名の国会提出行動
　署名の推進の節をとして署名の国会提出行動を３月６日（木）に衆議院第二議員会館で行う。
③５･３憲法集会、「９条世界会議」の取り組みをつよめる。
■ 憲法の集中行動月間の設定
①憲法闘争と署名運動の飛躍を図る取り組みとし、憲法と諸課題を結合して取り組む。

②期間：５月～６月

③具体的行動

・宣伝行動（都団体、地域）統一行動日の設定

・懇談会の開催：地域の労働組合、自治体など

・各地域は共同センターの統一行動にしていく

・署名の推進
④憲法運動推進決起集会を５月下旬か６月上旬に開催する
■ 2月の「9の日宣伝」in　池袋

　憲法東京共同センターの２月の「９の日宣伝」は池袋東口で取り組まれ１３団体４４人が参加しました。

弁士の話を立ち止まって聞いていた年輩の男性は「教科書の話しを聞いて自分が習ってきたときのことを思い出し懐かしかった。どうしても憲法は守らなければ」と。信号待をしていた５人組の中学生に、「『憲法』知っている？」と聞くと、「知らない」との返事。「何年生？」と聞くと「中１」と応えましたが「戦争はいやだから・・・」と言い署名に応じました。
◆ 愛知 ４･９ 朝・昼・夕「憲法で動く日」
■ 全県いっせい宣伝に向け、とりくみ始まる

愛知共同センターは「地域共同センター交流会」を今月10日に民主会館で開催。春日井、中川、天白、江南、豊川、岡崎幸田、緑、豊橋、蒲郡、豊田の10地域と、新婦人、自治労連、名ブロ、平和委員会、愛商連、革新愛知の会、愛労連の７団体から18名が参加、２時間にわたって熱心に交流を行ないました。
愛知共同センターは4月9日のいっせい宣伝に向けて、地域共同センターのあるところは準備を進め、無いところは各団体が集まって話し合いをすすめるなど、全県で多彩な宣伝をおこなうよう呼びかけています。
■ 「青年に声かけ・団地総当たり」など多彩なとりくみ

豊田・加茂連絡会は毎月１回、松坂屋で若者にねらいを定め署名活動。期間工の方などから30～100筆を集めていることが紹介されると、参加者から「ほー」と感嘆の声があがりました。
＊憲法改悪反対緑区共同センターは全戸訪問を毎月行ない、森の里団地は反応が良く半年かけて完了。現在とりくんでいる鳴海団地は、留守が多く100戸に1戸ぐらいの署名ですが、「めげずに団地総当たりを続ける」と決意が語られました。

＊春日井革新懇や連絡会は、スーパーやJR駅頭で週４～５日の宣伝を地道に続け、国民投票時に改憲反対の投票をしてくれるよう中学生に声かけも行なっています。一方、「戸別訪問に踏み出せていない」と悩みの声も。憲法改悪反対中川区共同センターは、１月16日に「日本の青空」の上映会を開きました。

＊憲法９条を考える蒲郡連絡会からは、一緒にとりくんだ平和行事で、「地区労の元事務局長が、チラシを手に１軒１軒訪問して声かけしている姿に学ばされた」と報告。過半数署名についても、団地などの全戸訪問を検討したいと語られました。

＊地域共同センターづくりに苦労している江南から「4・9いっせい宣伝の計画作りについての悩みの声が出されたところ、自治労連県本部から「江南市職は自治労連ではないが、ぜひ働きかけてください」とアドバイス。

＊名古屋市職労の臨時大会では21名中７人の代議員が平和について発言。豊橋市職からは、地域共同センター設立に向け「労組の議長や共産党と話し合いたい」と決意が語られました。

＊自治労連県本部は昨年、憲法テッシュを５万個作成。4・9に向けて、さらに３万個作る計画が報告されました。憲法改悪反対岡崎・幸田共同センターは、「一定の人数を確保しなければならない」と、4・9成功に向けた会議を13日に開催します。

◆ 大阪　3～5月　学習・宣伝・署名に全力
大阪憲法会議・共同センターは、２月８日「団体地域代表者会議」を開催し、２４団体２６地域から７０人が参加し、川村俊夫さん（中央憲法会議代表幹事）の講演、４人のとりくみの報告をまなび、夏にかけてのたたかいの行動提起を確認しました。
■ とりくみの特徴と行動提起・・・筆保勝事務局長

参院選、東大阪・大阪市長選、府知事選と全力で選挙戦を闘いながらも、この間、「９の日」には毎月８０～１００ヶ所での宣伝行動が定着してきた。「憲法がいきる政治、府政の実現を」と攻勢的な宣伝に取り組んだ地域の経験や「ピースチャレンジャー」など、憲法運動を団体構成員一人ひとりの課題にして目標をやりきろうと以下4点を提起しました。

①大学習会の推進。３月１日「憲法討論集会」、４月からの「憲法市民講座」
②３、４、５月連続「９の日大宣伝行動」
③府民過半数署名目標１１月末７０％達成をめざし、各団体・地域で目標達成を！

④３月２１日「九条の会おおさか」講演会と５月６日「９条世界会議in関西」の成功
■　川村俊夫さんの講演　

国会内は依然として改憲派が多数。支配層の改憲への衝動は変わらず、解釈改憲による９条破壊の極限、自衛隊海外派兵・武力行使恒久法への策動はますます強まっている。

福田首相は、官房長官時代から「国際平和協力懇談会」で恒久法制定を諮問するなど、恒久法制定の動きに最初から関わってきた。

民主党・小沢代表も、旧自由党時代に「安全保障基本法案」をまとめ、国際の平和及び安全の維持のための活動について「武力の行使を伴う活動を含む」とし、それを盛り込んだ民主党・新テロ法への「対案」は、自民党の賛成で現在、継続審議となっている。

　そもそも国連の原則は、紛争の平和的解決であり、いま、世界では東南アジア友好条約（ＴＡＣ）など、お互いに武力行使、威嚇を行わない９条の精神が世界の流れになっている。９条改憲ノーを揺るぎない多数派にするとともに、国民の諸要求と結びつけて「憲法をいかす」たたかいをすすめよう。

■ コツコツ続けて、地域に地盤　太子町共同センター

平和の大看板を駅前に掲げ、「上の太子駅」で毎月「９の日宣伝」を続けています。派手なことはできなくても、小さな町で地道に運動を続けていることが、「手づくり戦争展」での学童疎開の語りなど、地元に根ざした平和の活動につながっています。

■ 継続は力。あらゆる機会をのがさず宣伝　　憲法守る旭区センター

「９の日宣伝」、各戸訪問を続けるなか、署名して待っていてくれる家が増えてきました。地域の祭りや成人式など、宣伝を続けることで確実にビラをとってくれる人が多くなりました。学習にも力を入れ、「新憲法草案には何が書かれているのか」、現行憲法との読み較べなどを、地域の人を講師にして行いました。身近な人がしゃべる中で学びあう。これからも続けます。

■ 一人１００筆、“　ピースチャレンジャー”に挑戦　　大阪教職員組合

「教え子を戦場に送るな」と運動をしてきたなか、署名にもっとはずみをつけようと、高槻支部では、大阪労連女性部から話を聞いた、「ピースチャレンジャー」に挑戦。取り組みを報告した津曲ちづ子さんは、「たいして苦労もせず」、早々と達成。高槻「ナインデー」でも、「憲法９条まもろう」と訴えていますが、これからますます「９条をもった日本ができる『国際貢献』を世界に発信しよう」と元気です。

新成人と対話。「いまの政治や社会に」８６％の青年が不満！

■ 「憲法9条改悪反対の声」90%　　民主青年同盟

毎年行っている「新成人アンケート」で今年際だっていたのが、「政治への不満」。「憲法９条変えることに反対」の声も７０％に及びました。毎月の宣伝行動でも、「駅で聞いていて大切だと思った」という青年の署名が増えるなど、草の根のひろがりを確信。対話のなかで９条を自分の言葉で語りひろげることが、この流れをさらに強くすると思っています。

■ １駅で宣伝、３ヶ所で各戸訪問　　堺共同センター
９日を中心に１１駅で宣伝。８日の泉ヶ丘駅では、「署名したっていっしょ、国は好き勝手にする」といっていた４０代の女性に、「世の中の流れは変わっている、「９条の会」などのひろがりがあってこそ」と訴えると、署名してくれました。１１日には、北区４５０軒、美原区４００軒など各戸訪問。拒否より署名してくれる家の方がふえています。
　短信･ホットライン　　
◆ 共同センターが海外派兵恒久法学習講演会

究極の解釈改憲と言われる海外派兵恒久法はどんな内容とねらい？憲法9条と海外派兵恒久法との関係は？どうすれば憲法改悪をストップできる？
○ 日　時　３月２７日（水）１８：３０～２０：４５

○ 場　所　全労連会館２階ホール(ＪＲ御茶ノ水駅下車徒歩８分)

○ 講　師　渡辺治氏(一橋大学大学院教授・「九条の会」事務局担当)

○ テーマ　「憲法をめぐる現局面と海外派兵恒久法」

○ 定　員　先着順２００名
■ 「九条の会」講演会---小田実さんの志を受けついで---
＊日　時　2008年3月8日(土)開場12時　開会13時30分

＊会　場　渋谷C.C.Lenmonホール(旧渋谷公会堂)

＊講　演　井上ひさし(劇作家)　大江健三郎(作家)　奥平康弘(憲法研究者)

加藤周一(評論家)　澤地久枝(作家)　鶴見俊輔(哲学者)

＊入場料　全席自由席　前売券１０００円(当日券１２０００円)
　　　　　入場は前売り券優先の先着順となります。事前に郵便振替にて代金1000円を送
金してください。折り返し入場券が送られます。

　　　　　口座名　九条の会　　口座番号　００１８０－９－６１１５２６
通信欄に「講演会入場券○枚希望」と記入してください。
＊主　催　九条の会　http://wwww.9-jo-.jp/
＊問合せ　事務局　TEL０３－３２２１－５０７５
■　憲法審査会を凍結し、始動させない請願署名
憲法改悪反対共同センターは、超党派からなる「新憲法制定議員同盟」（会長・中曽根康弘元首相）が憲法審査会規定の制定を急ぐよう衆参両院議長に申し入れおこない、自民党が13日の内閣・国防・外交三部会合同で「国際平和協力の一般法に関する合同部会」の初会合を開催、海外派兵恒久法の検討に着手し、海外派兵恒久法案を今国会に提出をめざし、自民党の憲法審議会（会長・中山太郎元外相）が14日、党本部で総会し投票権年齢の18歳以上への引き下げなどについて、週1回で検討を進めることを確認するなど、「立法改憲」と憲法審査会の始動による「明文改憲」の動きを強めているもとで、現在取り組み中の「憲法署名」に加え、新たに「憲法審査会を凍結し、始動させない請願署名」を開始することにしました。(別添)
■ 憲法の理念分かりやすく-奈良弁護士会が絵本発刊

	　憲法の各条文を優しい詩（ポエム）と挿絵で表現した絵本「憲法って、何だろう？」を奈良弁護士会（田中啓義会長）が発刊した。「憲法の基本理念を中学生にも理解してもらえる内容。学校教育の現場で使用してほしい」と同弁護士会。1万2000部を作成し、希望者に無料で配布する。絵本は縦23センチ、横15センチ。21ページ。同弁護士会の憲法委員会（宮尾耕二委員長）が約1年の歳月をかけて作成。同委員会に所属する弁護士が詩をつくり、ボランティアで協力した星野一子さん(58)＝三郷町東信貴ケ丘＝が挿絵を担当した…(08.2.2奈良新聞) 奈良弁護士会http://www.naben.or.jp/whatsnew.htm


